
被災地方公共団体に対する地方公共団体職員の中長期派遣

外部委託や事務
事業の見直し等

中長期の
復旧・復興
事業の実施に
必要な人員

未充足

現在の職員

任期付職員等の採用

被災都道府県庁の職員の派遣

災害時応援協定等による派遣 等

《需要》 《確保》

派遣依頼

都
道
府
県
・
市
区
町
村

○大規模災害の発災後の被災地方公共団体の復旧・復興事業の支援のため、派遣調整の上、
当該被災地方公共団体に対し、全国の地方公共団体から職員を中長期派遣

 （総務省が地方三団体(全国知事会・全国市長会・全国町村会)・指定都市市長会等の協力を得ながら派遣調整）

【第１段階の派遣調整】
被災都道府県内の市区町村から派遣

未充足あり

【第２段階の派遣調整】
被災地域ブロック内の地方公共団体から派遣

未充足あり

【第３段階の派遣調整】
全国の地方公共団体から派遣

職員派遣

派遣先自治体が負担する受入れに要する経費(給料・各種手当等)に
ついて特別交付税措置(実績額の８割。震災復興特別交付税は10割)

技術
職員

一般事務
等職員

中長期派遣対応
技術職員数

市区町村

被災
市区町村等

※技術職員：土木・建築・農業土木・林業の技師

技術職員
を確保

都道府県等

事前登録数を基に
派遣調整の上

技術職員を中長期派遣

技術職員数を
事前登録 技術職員不足の

市区町村を支援

【大規模災害時】 【平時】

【平時】

一定の要件を満たす技術職員の人件費に
対して地方交付税措置(約600万円/人)

被災市区町村等

○技術職員の確保のため「復旧・復興支援 技術職員派遣制度」を運用(令和２年度～) 都道府県等が
平時：①技術職員を確保 ②技術職員不足の市区町村を支援 ③中長期派遣対応人数を事前登録
大規模災害時：④この人数を基に派遣調整し、技術職員を被災市区町村等に中長期派遣
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